
 

 

 

  

 

 

 

斑鳩町の財務報告書 

統一的な基準による財務書類 

 

令和５年度決算 

 

 

 

 

 

 

 

 

斑鳩町 

 





 

 

目次 

1. 地方公会計制度の背景 ................................................................................................... 1 

（1） 地方公共団体の現状及び地方公会計の導入 ............................................... 1 

（2） 地方公会計整備の意義 ......................................................................... 2 

（3） 財務書類整備の目的 ............................................................................ 3 

（4） 財務書類整備の効果 ............................................................................ 4 

2. 財務書類とは .................................................................................................................. 6 

（1） 財務書類の構成 ................................................................................. 6 

（2） 勘定科目の説明 ................................................................................. 8 

3. 財務四表 ........................................................................................................................15 

（1） 貸借対照表 ..................................................................................... 15 

（2） 行政コスト計算書 ............................................................................ 21 

（3） 純資産変動計算書 ............................................................................ 27 

（4） 資金収支計算書 ............................................................................... 34 

4. 財務書類分析 .................................................................................................................40 

（1） 資産の状況(資産形成度) .................................................................... 42 

（2） 資産と負債の比率(世代間公平性) ......................................................... 46 



 

（3） 行政コストの状況(効率性) ................................................................. 49 

（4） 負債の状況(持続可能性(健全性)) ......................................................... 51 

（5） 受益者負担の状況(自律性) ................................................................. 54 

 

 





 1 

1. 地方公会計制度の背景 

（1） 地方公共団体の現状及び地方公会計の導入 

 

地方公共団体の会計は、国の会計と同じく、住民から徴収された対価性のない税財源の配分

を、議会における議決を経た予算を通じて事前統制の下で行うという点で、営利を目的とする企

業会計とは根本的に異なっています。すなわち、税金を活動資源とする国・地方公共団体の活動

は、国民・住民福祉の増進等を目的としており、予算の議会での議決を通して、議会による統制

の下に置かれています（財政民主主義）。このため、国・地方公共団体の会計では、予算の適

正・確実な執行に資する観点から、現金の授受の事実を重視する現金主義が採用されているとこ

ろであります。 

一方で、国・地方を通じた厳しい財政状況の中で、財政の透明性を高め、国民・住民に対する

説明責任をより適切に果たし、財政の効率化・適正化を図るため、発生主義等の企業会計の考え

方及び手法を活用した財務書類の開示が推進されてきたところであります。 

地方公会計は、発生主義により、ストック情報やフロー情報を総体的・一覧的に把握すること

により、現金主義会計による予算・決算制度を補完するものとして整備するものです。具体的に

は、発生主義に基づく財務書類において、現金主義会計では見えにくいコストやストックを把握

することで、中長期的な財政運営への活用の充実が期待できることや、そのような発生主義に基

づく財務書類を、現行の現金主義会計による決算情報等と対比させて見ることにより、財務情報

の内容理解が深まるものと考えられます。 
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（2） 地方公会計整備の意義 

 

個々の地方公共団体における地方公会計整備の意義としては、住民や議会等に対し、財務情報

をわかりやすく開示することによる説明責任の履行と、資産・債務管理や予算編成、行政評価等

に有効に活用することで、マネジメントを強化し、財政の効率化・適正化を図ることが挙げられ

ます。 

また、地方公会計の整備は、個々の地方公共団体だけでなく、地方公共団体全体としての財務

情報のわかりやすい開示という観点からも必要があります。 

さらに、それぞれの地方公共団体において、財務書類の作成と開示及びその活用を行うことの

みならず、他の地方公共団体との比較を容易とし、その財政構造の特徴や課題をより客観的に分

析することで、住民等に対するわかりやすい説明、財政運営や行政評価等への活用を充実させる

ことが可能となります。 
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（3） 財務書類整備の目的 

 

地方公共団体において財務書類を整備する目的については、地方分権の進展に伴い、これまで

以上に自由でかつ責任ある地域経営が地方公共団体に求められている中で、そうした経営を進め

ていくためには、内部管理強化と外部へのわかりやすい財務情報の開示が不可欠です。 

具体的な目的として、①資産・債務管理、②費用管理、③財務情報のわかりやすい開示、④政

策評価・予算編成・決算分析との関係付け、⑤地方議会における予算・決算審議での利用が挙げ

られています。 

これらの目的は、「説明責任の履行」と「財政の効率化・適正化」という観点からさらに整理

することができます。すなわち、③財務情報のわかりやすい開示は、地方公共団体の説明責任の

履行に資するものであり、①資産・債務管理、②費用管理、④政策評価・予算編成・決算分析と

の関係付け、⑤地方議会における予算・決算審議での利用は、内部管理強化を通じて最終的に財

政の効率化・適正化を目指すものであるといえます。したがって、財務書類整備の目的は大きく

次の二点にまとめることができます。 

 

①説明責任の履行 

地方公共団体は、住民から徴収した対価性のない税財源をもとに行政活動を行っており、付託

された行政資源について住民や議会に対する説明責任を有しますが、財務書類を作成・公表する

ことによって、財政の透明性を高め、その責任をより適切に果たすことができます。このこと

は、財政民主主義の観点から、財政の統制を議会に委ねるだけでなく、住民も直接に財政運営の

監視に関与すべきとの考え方からも求められるものです。 

 

②財政の効率化・適正化 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下「財政健全化法」という。）が施行され、地

方公共団体には、自らの権限と責任において、規律ある財政運営を行うことが求められていま

す。財務書類から得られる情報を資産・債務管理、費用管理等に有効に活用することによって、

財政運営に関するマネジメント力を高め、財政の効率化・適正化を図ることができます。 

  



4 

（4） 財務書類整備の効果 

 

地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として地域における行政を実施する団体

であり、住民に対して地方税を賦課徴収する一方（地方自治法 223 条）、予算については議会

の議決を経て定めることとされ（同法 96 条、211 条）、決算については議会の認定が必要とさ

れています（同法 96 条、233 条）。 

このような普通地方公共団体の会計処理は、現金の収支を基準とするいわゆる現金主義によっ

ています。すなわち、歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度

における一切の支出をいうものですが、ここで収入とは現金の収納をいい、支出とは現金の支払

をいうとされています（財政法 2 条参照）。 

これに対して、企業会計において用いられる発生主義とは、現金の収支のみならず、すべての

財産物品等の増減及び異動をその発生した事実に基づいて経理することです。現金主義による地

方公共団体の予算・決算制度を前提とした場合、新たに発生主義に基づく財務書類を整備するこ

とによる効果としては、以下のものが挙げられます。 

① 発生主義による正確な行政コストの把握 

企業は営利を目的として活動を行っていることから、企業会計は経済的事実を正確に反映させ

た適正な期間損益計算を行うことを主要な任務としています。そのために、企業会計は発生主義

に基づき、経済活動の成果を表す「収益」とそれを得るために費やされた「費用」を厳密に対応

づけることによって、各会計期間の経営成績である「利益」を算定します。減価償却費や退職給

付費用などは、発生主義により認識することが求められます。 

新地方公会計モデルは発生主義の考え方を導入するものですが、ここで留意すべき点は、企業

の場合、会計期間の活動の成果は収益として定量的に把握することが可能であるのに対して、地

方公共団体の活動は前述のとおり住民の福祉の増進を目的として行われるものであるため、その

成果を収益として定量的に把握することがそもそも困難である点です。 

したがって、新地方公会計モデルの行政コスト計算書において経常的な費用と収益を対比させ

る意義は、企業会計のように一会計期間の経営成績を算出するためではなく、一会計年度に発生

した、純資産の減少をもたらす純経常費用（税収等でまかなうべき、純経常行政コスト）を算出

することにあるといえます。 

財政の効率化には正確な行政コストの把握が不可欠ですが、このような行政コスト計算書を作

成することにより、経常費用（経常行政コスト）あるいは純経常費用（純経常行政コスト）とし

て、減価償却費などの見えにくいコストを含めたフルコストを把握することができ、これを住民

に対して明示するとともに、職員のコストに対する意識改革にもつなげることができます。 
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② 資産・負債（ストック）の総体の一覧的把握 

現金主義による会計処理は、現金（公金）の適正かつ客観的な経理に適合するものであり、国

や地方公共団体を通じて適用されていますが、地方公共団体の資産全体から見た場合、その一部

である「歳計現金」に関する収支（キャッシュ・フロー）が示されるにすぎず、毎年の歳出の結

果としての資産形成に関する情報（ストック情報）も不十分といえます（現行の決算制度におい

ても、「財産に関する調書」（地方自治法施行令 166 条）が添付されますが、これによっては

財産の適正な評価額までは明らかにされません）。 

この点、貸借対照表を作成することにより、公正価値による資産評価が行われますので、地方

公共団体がこれまでの行政活動により蓄積したすべての資産についてその評価額も含めたストッ

ク情報が明示されるとともに、資産形成に要した負債の額とあわせて見ることで、資産と負債

（ストック）の総体を一覧的に把握することが可能となります。これは、地方公共団体が適切な

資産・負債管理を行ううえで有用な情報といえます。 

 

③ 連結ベースでの財務状況の把握 

普通地方公共団体は、一部事務組合、広域連合、第三セクター等の関係団体と連携協力して地

域の行政サービスを実施しており、現行の決算制度の下では、普通地方公共団体について一般会

計・特別会計ごとに歳入歳出決算が調製され（地方自治法 209 条、同施行令 166 条）、また、

地方公営企業法適用企業については別途決算が調製されます（地方公営企業法 30 条）。さらに

一部事務組合、広域連合、第三セクター等の関係団体についてもそれぞれに決算が調製されま

す。 

これらの決算書類に加え、普通地方公共団体と関係団体を総合した連結財務書類を作成するこ

とにより、公的資金等によって形成された資産の状況、その財源とされた負債・純資産の状況、

さらには行政サービス提供に要したコストや資金収支の状況など、普通地方公共団体を中心とす

る行政サービス提供主体の財務状況を一体的に把握することが可能となります。 
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2. 財務書類とは 

（1） 財務書類の構成 

 

財務書類の体系は、①貸借対照表、②行政コスト計算書、③純資産変動計算書、④資金収支計

算書及びこれらの財務書類に関連する事項についての附属明細書、注記となります。①～④の財

務書類は相互関係があり、以下の図の通りとなります。 

①貸借対照表  
②行政コスト 

計算書 
 

③純資産変動 

計算書 
 

④資金収支 

計算書 

資産 

負債 

 経常費用  前年度末残高  業務活動収支 

 
 経常収益 

 
純行政コスト  投資活動収支 

 臨時損失  財源  財務活動収支 

 臨時利益  
固定資産 

等の変動 
 前年度末残高 

純資産  純行政コスト  本年度末残高  本年度末残高 

 

 貸借対照表の資産のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度末残高に本

年度末歳計外現金残高を足したものと対応します。 

 貸借対照表の「純資産」の金額は、資産と負債の差額として計算されますが、これは

純資産変動計算書の期末残高と対応します。 

 行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、純資産変動計算書に記載されます。 

 付属明細書は「財務書類作成要領」の様式第 5 号の通り作成します。（連結財務書類

は作成を省略しています） 

 

うち 

現金 

預金 
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本年度の財務書類の作成では、「●」を財務書類の対象範囲としております。「○」は財

務書類の対象範囲外としております。 

また、相殺については以下の通り実施します。 

相殺対象 

投資と資本の相殺消去 資産購入と売却の相殺消去 

貸付金・借入金等の債権債務の相殺消去 委託料の支払と受取 

補助金支出と補助金収入 利息の支払と受取 

会計間の繰入・繰出 

 

総務省「連結財務書類作成の手引き」に準じています。 

  【特記事項】 

 財務書類の作成基準日は、会計年度末(3 月 31日)とします。ただし、出納整理期間中

の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数とします。その場合、

その旨及び出納整理期間に係る根拠条文(自治法第 235 条の 5 等)を注記します。 

 財務書類の表示金額単位は、千円とします。千円未満は四捨五入して表示しているた

め、合計金額が一致しない場合があります。なお、千円単位未満の計数があるときは

「0」を表示し、計数がないときは「－」を表示します。  

 

● 奈良県後期高齢者医療広域連合 ● 奈良広域水質検査センター組合 

● 王寺周辺広域休日応急診療施設組合 ● （公財）斑鳩町文化振興財団 

● 老人福祉施設三室園組合 ● (福)斑鳩町社会福祉協議会 

● 奈良県市町村総合事務組合 ● (一社)斑鳩町観光協会 

● 奈良県広域消防組合 

 

● 国民健康保険事業特別会計 ● 介護保険事業特別会計(保険事業勘定) 

● 介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定) ● 後期高齢者医療特別会計 

● 水道事業会計 ● 下水道事業会計 

 

全体会計 

 

● 一般会計 

 

 

一般会計等 

連結会計 
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（2） 勘定科目の説明 

 

貸借対照表 

貸借対照表は、基準日時点における地方公共団体の財政状態（資産・負債・純資産の残高及び内

訳）を明らかにすることを目的として作成します。 

資産の部 

 固定資産 

  有形固定資産 

   事業用資産 インフラ資産及び物品以外の有形固定資産 

   インフラ資産 システムまたはネットワークの一部であり、性質が特殊なも

ので代替的利用ができないこと、移動させることができない

こと、処分に関し制約をうける有形固定資産 

   物品 自治法第 239 第 1 項に規定するもので、取得価額または見

積価格が 50 万円（美術品は 300 万円）以上の資産 

  無形固定資産 

   ソフトウェア コンピューターに一定の仕事を行わせるためのプログラム 

  その他 ソフトウェア以外の無形固定資産(仮勘定含む) 

  投資その他の資産 

   投資及び出資金 有価証券・出資金であり、有価証券は満期保有目的及び満期

保有目的以外の有価証券。出資金には自治法第 238 条第 1

項第 7 号により出損金も含む。 

  投資損失引当金 出資金の内、連結対象団体及び会計に対するものについて、

実質価額が 30％以上低下した場合に、実質価額と取得価額

の差額 

  長期延滞債権 債権回収予定日から１年以上経過した未回収の債権 

  長期貸付金 自治法第 240 条第 1 項に規定する債権である貸付金の内、

流動資産に区分されるもの以外のもの 

  基金 基金の内、流動資産に区分されるもの以外のもの 

  徴収不能引当金 長期延滞債権・長期貸付金に対し、過去の徴収不能実積率に

より算定したもの 
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 流動資産 

  現金預金 現金及び現金同等物 

  未収金 現年調定の収入未済額 

  短期貸付金 翌年度に償還期限が到来する貸付金 

  基金 財政調整基金及び減債基金。減債基金は 1 年に取り崩す予

定のあるもの。 

  棚卸資産 売却を目的として保有している資産 

  徴収不能引当金 未収金・短期貸付金に対し、過去の徴収不能実積率により算

定したもの 

負債の部 

 固定負債 

  地方債 償還予定が 1 年超の地方債 

  長期未払金 自治法第 214 条に規定する債務負担行為で確定債務と見な

されるもの及びその他の確定債務のうち流動負債に区分され

るもの以外のもの 

  退職手当引当金 期末時点で職員が自己都合退職した場合の要支給額 

  損失補償等引当金 履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方

公共団体財政健全化法上、将来負担比率の算定に含めた将来

負担額 

 流動負債 

  1 年内償還予定地方債 1 年以内に償還予定の地方債 

  未払金 役務の提供が完了しその支払いが未済のもの 

  未払費用 役務の提供が継続中でその支払いが未済のもの 

  前受金 対価の収受があり役務の提供を行っていないもの 

  前受収益 対価の収受があり役務の提供が継続中のもの 

  賞与等引当金 在籍者に対する 6 月支給予定の期末・勤勉手当総額とそれ

らに係る法定福利費相当額を加算した額の 4/6 

  預り金 第三者から寄託された資産に係る見返負債 

純資産の部 

  固定資産等形成分 資産形成のために充当した資源の蓄積 

  余剰分（不足分） 費消可能な資源の蓄積 

  



10 

行政コスト計算書 

行政コスト計算書は、会計期間中の地方公共団体の費用・収益の取引高を明らかにすることを目

的として作成します。 

 

経常費用 

 業務費用 

  人件費 

   職員給与費 職員等に対して勤労の対価や報酬として支払われる費用 

  賞与等引当金繰入額 賞与等引当金の当該会計年度発生額 

  退職手当引当金繰入額 退職手当引当金の当該会計年度発生額 

  その他 上記以外の人件費 

  物件費等 

   物件費 職員旅費、委託料、消耗品や備品購入費といった消費的

性質の経費で資産計上されないもの 

  維持補修費 資産の機能維持のために必要な修繕費等 

  減価償却費 一定の耐用年数に基づき計算された当該会計期間中の負

担となる資産価値減少金額 

  その他 上記以外の物件費等 

  その他の業務費用 

   支払利息 地方債等に係る利息負担金額 

  徴収不能引当金繰入額 徴収不能引当金の当該会計年度発生額 

  その他 上記以外のその他の業務費用 

 移転費用 

  補助金等 政策目的による補助金等 

  社会保障給付 社会保障給付としての扶助費等 

  他会計への繰出金 地方公営事業会計に対する繰出金 

  その他 上記以外の移転費用 

経常収益 

 使用料及び手数料 一定の財・サービスを提供する場合に、当該財・サービ

スの対価として使用料・手数料の形態で徴収する金銭 

 その他 上記以外の経常収益 



 11 

臨時損失 

 災害復旧事業費 災害復旧に関する費用 

 資産売却損 資産の売却による収入が帳簿価額を下回る場合の差額及

び除却した資産の除却時の帳簿価額 

 投資損失引当金繰入額 投資損失引当金の当該会計年度発生額 

 損失補償等引当金繰入額 損失補償等引当金の当該会計年度発生額 

 その他 上記以外の臨時損失 

臨時利益 

 資産売却益 資産の売却による収入が帳簿価額を上回る場合の差額 

 その他 上記以外の臨時利益 
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純資産変動計算書 

純資産変動計算書は、会計期間中の地方公共団体の純資産の変動、すなわち政策形成上の意思決

定またはその他の事象による純資産及びその内部構成の変動（その他の純資産減少原因・財源及

びその他の純資産増加原因の取引高）を明らかにすることを目的として作成します。 

純行政コスト 

 純行政コスト 行政コスト計算書の収支尻である純行政コストと連動 

財源 

 税収等 地方税、地方交付税及び地方譲与税等 

 国県等補助金 国庫支出金及び都道府県支出金等 

固定資産等の変動（内部変動） 

 有形固定資産等の増加 有形固定資産及び無形固定資産の形成による保有資産の増加

額または有形固定資産及び無形固定資産の形成のために支出

した金額 

 有形固定資産等の減少 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費相当額及び除売

却による減少額または有形固定資産及び無形固定資産の売却

収入、除売却相当額及び自己金融効果を伴う減価償却費相当

額 

 貸付金・基金等の増加 貸付金・基金等の形成等による保有資産の増加額または新た

な貸付金・基金等のために支出した金額 

 貸付金・基金等の減少 貸付金の償還及び基金の取崩等による減少額または貸付金の

償還収入及び基金の取崩収入相当額等 

資産評価差額 

 資産評価差額 有価証券等の評価差額 

無償所管換等 

 無償所管換等 無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等 

その他 

 その他 上記以外の純資産及びその内部構成の変動 
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資金収支計算書 

地方公共団体の資金収支の状態、すなわち地方公共団体の内部者（首長、議会、補助機関等）の

活動に伴う資金利用状況及び資金獲得能力を明らかにすることを目的として作成します。 

業務活動収支 

 業務支出 

  業務費用支出 

   人件費支出 人件費に係る支出 

  物件費等支出 物件費等に係る支出 

  支払利息支出 地方債等に係る支払利息の支出 

  その他の支出 上記以外の業務費用支出 

  移転費用支出 

   補助金等支出 補助金等に係る支出 

  社会保障給付支出 社会保障給付に係る支出 

  他会計への繰出支出 他会計への繰出に係る支出 

  その他の支出 上記以外の移転費用支出 

 業務収入 

  税収等収入 税収等の収入 

  国県等補助金収入 国県等補助金のうち、業務支出の財源に充当した収入 

  使用料及び手数料収入 使用料及び手数料の収入 

  その他の収入 上記以外の業務収入 

 臨時支出 

  災害復旧事業費支出 災害復旧事業費に係る支出 

  その他の支出 上記以外の臨時支出 

 臨時収入 

  臨時収入 臨時にあった収入 

投資活動収支 

 投資活動支出 

  公共施設等整備費支出 有形固定資産等の形成に係る支出 

  基金積立金支出 基金積立に係る支出 

  投資及び出資金支出 投資及び出資金に係る支出 

  貸付金支出 貸付金に係る支出 
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  その他の支出 上記以外の投資活動支出 

 投資活動収入 

  国県等補助金収入 国県等補助金の内、投資活動支出の財源に充当した収入 

  基金取崩収入 基金取崩による収入 

  貸付金元金回収収入 貸付金に係る元金回収収入 

  資産売却収入 資産売却による収入 

 その他の収入 上記以外の投資活動収入 

財務活動収支 

 財務活動支出 

  地方債償還支出 地方債に係る元本償還の支出 

  その他の支出 上記以外の財務活動支出 

 財務活動収入 

  地方債発行収入 地方債発行による収入 

 その他の収入 上記以外の財務活動収入 
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3. 財務四表 

（1） 貸借対照表 

①  見方  

 

基準日(会計年度末)時点で、地方公共団体がどのような資産を保有しているのか（資産保有状

況・資産）と、その資産がどのような財源でまかなわれているのか（財源調達状況・負債&純資

産）のストック項目の残高を示します。 

勘定科目の内訳など補足情報について、注記・附属明細書の確認することが重要です。 

（単位：　　）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産   固定負債

    有形固定資産     地方債

      事業用資産     長期未払金

        土地     退職手当引当金

        立木竹     損失補償等引当金

        建物     その他

        建物減価償却累計額   流動負債

        工作物     １年内償還予定地方債

        工作物減価償却累計額     未払金

        船舶     未払費用

        船舶減価償却累計額     前受金

        浮標等     前受収益

        浮標等減価償却累計額     賞与等引当金

        航空機     預り金

        航空機減価償却累計額     その他

        その他 負債合計

        その他減価償却累計額 【純資産の部】

        建設仮勘定   固定資産等形成分

      インフラ資産   余剰分（不足分）

        土地

        建物

        建物減価償却累計額

        工作物

        工作物減価償却累計額

        その他

        その他減価償却累計額

        建設仮勘定

      物品

      物品減価償却累計額

    無形固定資産

      ソフトウェア

      その他

    投資その他の資産

      投資及び出資金

        有価証券

        出資金

        その他

      投資損失引当金

      長期延滞債権

      長期貸付金

      基金

        減債基金

        その他

      その他

      徴収不能引当金

  流動資産

    現金預金

    未収金

    短期貸付金

    基金

      財政調整基金

      減債基金

    棚卸資産

    その他

    徴収不能引当金 純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（令和　年　月　日現在）
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資産の部 

行政サービスの提供能力を有する固定資産(道路等のインフラ資産や庁舎等の事業用資産など)

と、将来に資金流入をもたらす流動資産(基金・現金預金など)の２種類で構成されています。 

地方公共団体は安定した行政サービス提供のため、有形固定資産が資産の大半を占めているの

が特徴であり、有形固定資産は換金性が低い点に留意が必要です。 

また、管理者と所有者が異なる指定区間外の国道や指定区間の河川等、計上されていない資産

が存在する点にも留意が必要です。 

 

負債の部 

将来において、債権者に対する支払いや返済により地方公共団体から資金流出をもたらすもの

であり、翌年度の資金流出(流動負債)と翌々年度以降の資金流出(固定負債)の２種類で構成され

ています。 

次年度以降に償還予定の地方債残高(地方債・1 年内償還予定地方債)の額に着目し、多額の場

合は減債基金等の積立状況等の確認が重要です。 

また、地方債の中には固定資産の取得財源である地方債と、臨時財政対策債等の特例的な地方

債の両方が計上されていることに留意し、特例的な地方債については、交付税措置額等の見込額

について注記を確認する必要があります。 

 

純資産の部 

過去・現在において、資産形成に対する支払いにより地方公共団体から資金流出をもたらした

ものであり、有形固定資産等の資産形成のために充当した資源の蓄積(固定資産等形成分)と現金

預金等の消費可能な資源の蓄積(余剰分(不足分))の 2 種類で構成されています。 

地方公共団体は地方債を発行して有形固定資産等を取得することが多いため、余剰分(不足分)

は一般的にはマイナスになります。これは、将来の税収や地方交付税等の財源の収入があること

を見越して、現世代が将来世代に負担を先送りしていることを表しています。 

純資産は資産と負債の差額ですが、民間企業のように資本の獲得等に関する取引の結果ではな

い点に留意が必要です。 
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②  資産・負債の状況  

 

 

 

 

 

（単位：千円）

一般会計等 全体会計 連結会計

26,838,972 49,027,313 50,119,930

23,179,718 45,580,428 46,087,772

事業用資産 18,116,694 18,116,694 18,565,353

インフラ資産 5,021,479 27,277,562 27,277,562

物品 41,545 186,172 244,857

- 1,296,191 1,297,356

3,659,253 2,150,694 2,734,802

2,804,814 3,849,995 4,163,136

621,975 1,459,147 1,688,874

17,560 223,199 238,426

2,166,739 2,166,808 2,231,997

-1,459 841 3,840

29,643,786 52,877,308 54,283,066

7,127,908 16,941,654 17,471,169

6,099,152 14,768,742 14,922,146

1,028,756 1,028,756 1,404,545

- - -

- 1,144,156 1,144,477

1,062,347 2,200,887 2,356,391

829,904 1,396,577 1,433,376

103,778 117,549 142,007

128,665 686,762 781,009

8,190,256 19,142,541 19,827,560

29,005,737 51,194,147 52,351,953

-7,552,207 -17,459,381 -17,896,447

21,453,530 33,734,766 34,455,506

29,643,786 52,877,308 54,283,066

投資その他の資産

勘定科目名

資産の部

固定資産

有形固定資産

無形固定資産

流動負債

流動資産

現金預金

未収金

基金

その他流動資産

資産合計

負債の部

固定負債

地方債

退職手当引当金

その他固定負債

損失補償等引当金

純資産合計

負債・純資産合計

１年内償還予定地方債

賞与等引当金

その他流動負債

負債合計

純資産の部

固定資産等形成分

余剰分（不足分）
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資産の部 

資産合計に対して固定資産の割合がすべての会計で 90%前後を示しています。住民サービス

のためには公共施設への投資は必要ですが、公共施設を維持するための資金が必要となる点や、

資産更新の問題があります。 

固定資産のうち、有形固定資産（償却資産）の取得価額は一般会計等で 35,805,631 千円、全

体会計で 65,986,014 千円、連結会計で 67,311,560 千円となっています。償却資産には建

物、工作物（道路、橋梁、公園ほか）、物品などが該当します。 

一方、有形固定資産（償却資産）の簿価は一般会計等で 10,173,167 千円、全体会計で

32,132,602 千円、連結会計で 32,554,765 千円となっており、減価償却により価値が一般会計

等では 71.6％、全体会計では 51.3%、連結会計では 51.6%減少しています。 

流動資産は、現金預金への換金があるものとしての性質をもっていて、資産合計に対する割合

は一般会計等 9.5％、全体会計で 7.3％、連結会計で 7.7％となっています。流動資産のうち、

現金預金と基金の合計が一般会計等で 99.4%、全体会計で 94.2％、連結会計で 94.2%となっ

ています。 

 

負債の部 

負債合計に対する地方債（地方債等＋1 年内償還予定地方債）の割合は、一般会計等では

84.6％、全体会計では 84.4％、連結会計では 82.5％です。地方債は、世代間負担の公平性のた

めに固定資産の形成のために発生するもので、地方債の固定資産に対する割合は、一般会計等は

25.8％、全体会計は 33.0％、連結会計は 32.6％となっています。 

流動負債は先１年以内に支出するもので、流動資産との比較による流動比率を算出することで

支出の準備状況を示すことが可能となります。一般的に 100％を超えていることでその準備が出

来ているものと言え、一般会計等は 264.0％、全体会計は 174.9％、連結会計は 176.7％とな

っています。 

引当金は、今後の支出が見込まれる負債です。一般会計等で 1,132,534 千円、全体会計で 

1,146,305 千円、連結会計で 1,546,552 千円となっており、負債総額に占める割合は一般会計

では 13.8％、全体会計では 6.0％、連結会計では 7.8％となっています。 

 

純資産の部 

余剰分（不足分）がマイナスとなっています。資産の部における固定資産の割合を説明した通

り、公共施設への投資を余剰分以上に行っていることを表しています。 
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③  資産・負債の状況  

 

            
  

（単位：百万円） 

      令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

一般会計等 
資産 30,266 29,890 29,988 30,102 29,644 

負債 10,311 9,855 9,292 8,817 8,190 

全体 
資産 53,365 53,352 53,452 53,535 52,877 

負債 21,197 20,963 20,285 19,768 19,143 

連結 
資産 54,641 54,758 54,780 54,890 54,283 

負債 21,832 21,632 20,966 20,423 19,828 
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一般会計等 

一般会計等においては、資産総額は前年度末から 458 百万円減少（△1.5%）し、負債総額は

前年度末から 627 百万円減少（△7.1％）しました。資産のうち、固定資産は 26,839 百万円

（前年度比△293 百万円（△1.1％））、流動資産は 2,805 百万円（前年度比△166 百万円（△

5.6%））となっています。 

固定資産は、新規資産取得を上回る減価償却による有形固定資産等の 277 百万円減少等によ

る変動です。 

流動資産は、現金預金の 257 百万円減少による変動です。 

負債は、地方債の 480 百万円減少による変動です。 

流動比率（流動資産/流動負債）は過去から継続して 100％を超えているものの、資産合計の

うち固定資産が継続して 90%以上を示しており、固定資産の大半を占める有形固定資産の減価

償却率が年々上昇していることから、公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設等の適正管理

に努めます。 

 

全体会計 

全体会計では、資産総額は前年度末から 658 百万円減少（△1.2％）し、負債総額は前年度末

から 625 百万円減少（△3.2％）しました。 

資産総額は、特別会計の影響により、一般会計等に比べて 23,233 百万円多くなっています。 

負債総額も、資産総額と同様に特別会計の影響を受け、一般会計等に比べて 10,953 百万円多

くなっています。 

 

連結会計 

連結会計では、資産総額は前年度末から 607 百万円減少（△1.1％）し、負債総額は前年度末

から 595 百万円減少（△2.9％）しました。 

資産総額は、一部事務組合・広域連合等の資産が含まれるため、全体会計に比べて 1,406 百

万円多くなっています。負債総額も資産総額と同様に一部事務組合・広域連合等の地方債等が含

まれるため、685 百万円多くなっています。 
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（2） 行政コスト計算書 

①  見方  

 

（単位：　　）

純行政コスト

  臨時利益

    資産売却益

    その他

    投資損失引当金繰入額

    損失補償等引当金繰入額

    その他

  臨時損失

    災害復旧事業費

    資産除売却損

    使用料及び手数料

    その他

純経常行政コスト

      他会計への繰出金

      その他

  経常収益

    移転費用

      補助金等

      社会保障給付

        支払利息

        徴収不能引当金繰入額

        その他

        減価償却費

        その他

      その他の業務費用

      物件費等

        物件費

        維持補修費

        賞与等引当金繰入額

        退職手当引当金繰入額

        その他

    業務費用

      人件費

        職員給与費

行政コスト計算書
自　令和　年　月　日
至　令和　年　月　日

科目 金額

  経常費用
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一会計期間において、資産形成に結びつかない経常的な行政活動に係る費用（経常的な費用）

と、その行政活動と直接の対価性のある使用料・手数料などの収益（経常的な収益）を表しま

す。 

得られる情報は、当該年度の行政コスト計算書のみならず、過去の年度と比較して、どのコス

トが増減しているかに着目し、増減の多い勘定科目について、要因を追究することも重要です。 

また、類似団体と比較して、どのコストの金額や比率が大きいのかに着目し、コストの金額や

比率の乖離が大きい勘定科目について、要因を追究することも重要です。 

 

純経常行政コスト 

一会計期間中の資産形成に結びつかない経常的な行政運営活動において、税を主とする一般財

源等で賄うべきコストを表します。 

地方公共団体の活動のために経常的に発生する人件費、物件費、移転費用（補助金等）などの

費用から、使用料・手数料等の受益者負担収益を差し引くことで求められます。 

減価償却費は、地方公共団体側からすれば 1 年間に使用した固定資産の価値減少分ですが、住

民側からすれば 1 年間の施設やインフラ(道路等)のサービス享受分となるため、受益者負担を考

慮する場合、この住民の満足度といったような見えない部分まで含めて議論することが重要で

す。 

 

純行政コスト 

一会計期間中の行政運営活動において、税を主とする一般財源等で賄うべきコストを表しま

す。 

“純経常行政コスト“に臨時に発生する損失・利益を加味することで求められます。 

臨時に発生する損失は災害復旧事業費や施設の除却等が該当し、臨時に発生する利益は、災害

に伴う共済保険料等が該当します。 
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②  行政コストの状況  

 

  

（単位：千円）

一般会計等 全体会計 連結会計

10,397,678 17,088,876 20,825,035

4,868,758 6,451,828 7,187,919

1,842,613 1,994,742 2,436,980

1,350,902 1,483,017 1,826,466

491,712 511,726 610,514

2,953,225 4,153,343 4,387,599

物件費 2,195,837 2,722,495 2,909,787

維持補修費 28,061 50,832 55,142

減価償却費 729,328 1,380,016 1,422,670

その他物件費 - - -

72,919 303,743 363,341

5,528,920 10,637,048 13,637,115

1,990,889 7,843,095 6,420,479

2,762,545 2,763,994 7,179,075

775,487 29,959 37,560

517,243 1,230,316 1,492,541

192,351 852,599 877,743

324,893 377,718 614,798

9,880,435 15,858,559 19,332,494

23,982 193,501 193,601

2,401 2,401 3,294

9,902,015 16,049,660 19,522,801

その他人件費

勘定科目名

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

使用料及び手数料

物件費等

その他の業務費用

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他移転費用

経常収益

その他経常収益

純経常行政コスト

臨時損失

臨時利益

純行政コスト
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純経常行政コスト 

 

経常費用 一般会計等 全体会計 連結会計 

業務費用 46.8％ 37.8％ 34.5％ 

移転費用 53.2％ 62.2％ 65.5％ 

経常費用のうち、業務費用と移転費用の割合は上記のとおりです。 

 

業務費用 一般会計等 全体会計 連結会計 

人件費 37.8％ 30.9％ 33.9％ 

物件費等 60.7％ 64.4％ 61.0％ 

その他 1.5％ 4.7％ 5.1％ 

業務費用の中でも、物件費等がどの会計においても 60%以上を占めています。 

民間企業では、人件費、施設経費の順で高い割合となります。地方自治体では、物件費等に施

設経費以外の経費も含まれるため人件費より高くなるうえ、施設所有に対する金額が資産の

90%以上となることから減価償却費も膨大になるため、必然的に高くなります。 

 

移転費用 一般会計等 全体会計 連結会計 

補助金等 36.0％ 73.7％ 47.1％ 

社会保障給付費 50.0％ 26.0％ 52.6％ 

その他の移転費用 14.0％ 0.3％ 0.3％ 

移転費用の内訳は、一般会計等と連結会計においては社会保障給付費、全体会計においては 

補助金等が移転費用に占める割合が高くなっています。全体会計には特別会計が、連結会計には

一部事務組合・広域連合や第三セクター等が含まれるため、一般会計等と比較すると補助金等の

占める割合が大きくなります。なお、その他の移転費用が一般会計等と全体会計と比較したと

き、全体会計の方が少額な理由は会計間の繰出金を相殺処理しているためです。 

 

純行政コスト 

対象損益は臨時的取引となり、災害復旧費や資産除売却損益、引当金繰入・戻入などが該当し

ます。 
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③  行政コストの状況  

 

          
  

（単位：百万円） 

    令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

一般会計等 
純経常行政コスト 7,831 11,762 9,318 9,190 9,880 

純行政コスト 7,859 11,762 9,318 9,188 9,902 

全体 
純経常行政コスト 13,387 16,655 14,820 15,034 15,859 

純行政コスト 13,416 16,640 14,827 15,032 16,050 

連結 
純経常行政コスト 16,680 19,807 18,030 18,370 19,332 

純行政コスト 16,706 19,791 18,037 18,369 19,523 
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一般会計等 

一般会計等においては、純行政コストは前年度比 714 百万円(7.8%)、純経常行政コストは前

年度比 690 百万円(7.5%)となっています。 

経常費用は 10,398 百万円（前年度比 779 百万円）となっており、業務費用(4,869 百万円)

が移転費用(5,529 百万円)よりも少なくなっています。業務費用のうち最も金額が大きいのは減

価償却費(729 百万円)を含む物件費等（2,953 百万円）であり、移転費用のうち最も金額が大き

いのは社会保障給付（2,763 百万円）です。 

今後、民間委託による事務の効率化や公共施設等の適正管理を努めることにより経費の削減等

を図っていきます。 

 

全体会計 

全体会計では、純行政コストは前年比 1,018 百万円(6.8%)、純経常行政コストは前年比 825

百万円(5.5%)となっています。 

一般会計等に比べて、公営企業会計の使用料及び手数料に計上されるものの、国民健康保険や

介護保険の負担金も補助金等に計上されるため、純行政コストは 6,148 百万円多くなっていま

す。 

連結会計 

連結会計では、純行政コストは前年比 1,154 百万円(6.3%)、純経常行政コストは前年比 962

百万円(5.2%)となっています。 

全体会計に比べて、連結対象団体の人件費や物件費が計上されるため、純行政コストは 3,473

百万円多くなっています。 
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（3） 純資産変動計算書 

①  見方  

 

  

（単位：　　）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

前年度末純資産残高

  純行政コスト（△）

  財源

    税収等

    国県等補助金

  本年度差額

  固定資産等の変動（内部変動）

    有形固定資産等の増加

    有形固定資産等の減少

    貸付金・基金等の増加

    貸付金・基金等の減少

  資産評価差額

  無償所管換等

  その他

  本年度純資産変動額

本年度末純資産残高

純資産変動計算書
自　令和　年　月　日
至　令和　年　月　日

科目 合計



28 

貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目(固定資産等形成分・余剰分(不足分))が、１

年間でどのように変動したかを表します。 

地方税・地方交付税などの一般財源や国県支出金などの特定財源が純資産の増加要因として計

上され、行政コスト計算書で算出された費用(純行政コスト)が純資産の減少要因として計上され

ることなどを通じて、1 年間の純資産総額の変動が明らかになります。また、固定資産等の変動

により、純資産の変動要因がわかります。 

１年間の純行政コストの金額に対して、財源(税収等及び国県等補助金)の金額がどの程度ある

かを比較することにより、行政サービスの提供に必要となるコストが受益者負担以外の財源によ

ってどの程度賄われているのかを把握することが可能です。 

 

本年度差額 

純行政コストの金額と税収等及び国県等補助金の金額の差額は、発生主義ベースで財政的な収

支均衡が図られているかどうかを表します。 

コストと収益の差額は、民間企業においては損益や利益という形で示されることが想定されま

すが、地方公共団体においては意味が異なる点に留意が必要です。 

プラスの場合は、現世代の負担によって将来世代も利用可能な資源を貯蓄したことを意味する

一方、マイナスの場合は、将来世代が利用可能な資源を現世代が消費して便益を享受しているこ

とを意味します。 
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②  純資産変動の状況  

 

 

（単位：千円）

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

21,285,469 29,210,029 -7,924,560

-9,902,015 - -9,902,015

10,057,906 - 10,057,906

税収等 7,271,871 - 7,271,871

国県等補助金 2,786,034 - 2,786,034

- -216,340 216,340

有形固定資産等の増加 - 440,357 -440,357

有形固定資産等の減少 - -729,328 729,328

貸付金・基金等の増加 - 354,320 -354,320

貸付金・基金等の減少 - -281,690 281,690

12,171 12,049 123

168,062 -204,292 372,353

21,453,530 29,005,737 -7,552,207

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

33,766,891 51,574,054 -17,807,163

-16,049,660 - -16,049,660

15,984,727 - 15,984,727

税収等 9,846,493 - 9,846,493

国県等補助金 6,138,234 - 6,138,234

- -392,393 392,393

有形固定資産等の増加 - 1,032,641 -1,032,641

有形固定資産等の減少 - -1,486,194 1,486,194

貸付金・基金等の増加 - 410,089 -410,089

貸付金・基金等の減少 - -348,930 348,930

32,807 12,486 20,322

-32,125 -379,907 347,782

33,734,766 51,194,147 -17,459,381

純行政コスト

一般会計等
合計

勘定科目名

前年度末純資産残高

財源

財源

固定資産等の変動（内部変動）

その他

本年度純資産変動額

本年度末純資産残高

全体会計
合計

勘定科目名

前年度末純資産残高

純行政コスト

固定資産等の変動（内部変動）

その他

本年度純資産変動額

本年度末純資産残高
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本年度差額 

純行政コストは、行政コスト計算書の金額が計上されています。 

 

財源 一般会計等 全体会計 連結会計 

税収等 72.3％ 61.6％ 58.9％ 

国県等補助金 27.7％ 38.4％ 41.1％ 

  財源のうち、税収等と国県等補助金の割合は上記のとおりです。 

 

本年度純資産変動額 

本年度差額のほか、無償所管換等・その他が該当します。 

無償所管換等は、寄付や会計間の変動に伴う資産異動額が計上されています。 

その他は、貸付金の変動額等が対象となっています。 

連結会計においては、該当年度の経費負担割合等に基づく比例連結割合の変動に伴う差額が含

まれます。 

 

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

34,467,213 52,684,600 -18,217,387

-19,522,801 - -19,522,801

19,476,120 - 19,476,120

税収等 11,468,789 - 11,468,789

国県等補助金 8,007,331 - 8,007,331

- -350,102 350,102

有形固定資産等の増加 - 1,057,040 -1,057,040

有形固定資産等の減少 - -1,527,784 1,527,784

貸付金・基金等の増加 - 555,747 -555,747

貸付金・基金等の減少 - -435,105 435,105

34,974 17,455 17,519

-11,707 -332,647 320,940

34,455,506 52,351,953 -17,896,447

※　本資料上は、資産評価差額、無償所管換等はその他に含めています

連結会計

その他

本年度純資産変動額

本年度末純資産残高

勘定科目名

前年度末純資産残高

純行政コスト

財源

固定資産等の変動（内部変動）

合計
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本年度末純資産残高 

貸借対照表の純資産の部とリンクしています。 

純資産合計はプラスとなっていますが、余剰分（不足分）はマイナス計上となっています。こ

れは、基準日時点における将来の金銭必要額を示していることとなり、現金預金残高と比較して

も大きく足りていないため固定資産等の所有や管理を検討していく必要があります。 

固定資産形成分は、これまでの自治体運営の中で投資された固定資産の現在価値を表していま

す。固定資産は、減価償却によって価値が毎年減少していますが、一般会計等では資産への投資

額は資産価値の減少額よりも大きい影響もあり、固定資産等形成分は増加しています。全体会計

と連結会計においても、一般会計等と同様に、固定資産等形成分は増加しています。 

余剰分（不足分）は、純資産の内訳として実質的な将来世代の負担額を示しています。正の数

であれば現在世代によって余剰が生まれており、負の数であれば将来世代の負担が不可欠であ

る、ということが表されます。市町村では、建設公債主義の影響で基本的に負の数になります。 

他団体出資等分は、全部連結した連結対象団体の純資産のうち当団体の出資分（持分）以外の

部分を示しています。具体的には、全部連結した連結対象団体の純資産に当団体出資分（持分）

以外の割合を乗じた額が計上されます。 

  



32 

③  純資産変動の状況  

 

              
  

（単位：百万円） 

        令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

一般会計等 

本年度差額 209 59 554 536 156 

本年度純資産変動額 316 80 661 589 168 

純資産残高 19,956 20,035 20,696 21,285 21,454 

全体 

本年度差額 272 171 653 547 △ 65 

本年度純資産変動額 378 221 778 600 △ 32 

純資産残高 32,168 32,388 33,167 33,767 33,735 

連結 

本年度差額 275 268 698 573 △ 47 

本年度純資産変動額 384 318 688 653 △ 12 

純資産残高 32,809 33,127 33,814 34,467 34,456 
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一般会計等 

一般会計等においては、財源（10,058 百万円（前年度比 333 百万円））が純行政コスト（△

9,902 百万円（前年度比 714 百万円））を上回ったため、本年度差額は 156 百万円（前年度比

△381 百万円）となり、その他有形固定資産の変動額（168 百万円）の影響等により純資産残

高は 21,454 百万円となりました。 

今後も継続して純資産の増加を目指し、財源の確保とともに行政コストの削減に努めます。 

 

全体会計 

全体会計では、財源（15,985 百万円）が純行政コスト（△16,050 百万円）を下回ったた

め、本年度差額は△65 百万円となりました。その他有形固定資産の変動額（△32 百万円）の影

響等により純資産残高が 33,735 百万円となりました。 

一般会計等と比べて、国民健康保険特別会計・介護保険特別会計等の国民健康保険税や介護保

険料、公営企業会計の国や県の補助金が財源に含まれており、本年度差額は 221 百万円減少、

本年度純資産変動額は 200 百万円減少となっています。 

連結会計 

連結会計では、財源（19,476 百万円）が純行政コスト（△19,523 百万円）を下回ったた

め、本年度差額は△47 百万円となりました。 

全体会計と比べて連結対象団体の国県等補助金等が財源に含まれますが、相殺処理の影響もあ

ることから、本年度差額は 18 百万円多くなり、本年度純資産変動額も比例連結割合変更に伴う

差額の影響を受けましたが、20 百万円多くなっています。 
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（4） 資金収支計算書 

①  見方  

 

（単位：　　）

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

    その他の収入

財務活動収支

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

  財務活動支出

    地方債償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債発行収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

  臨時収入

業務活動収支

  業務収入

    税収等収入

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      他会計への繰出支出

      その他の支出

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

資金収支計算書
自　令和　年　月　日
至　令和　年　月　日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出
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一会計期間における地方公共団体の行政活動に伴う資金取引を 3 つの主要な活動に分類し、各

活動に関する資金の収支状況を明らかにします。現金等の収支の流れを表したものであることか

ら、キャッシュ・フロー計算書とも呼ばれます。 

現金収支は、現行の歳入歳出決算書においても明らかにされますが、資金収支計算書において

は、「業務活動収支」「投資活動収支」「財務活動収支」という性質の異なる三つの活動に大別

して記載され、地方公共団体の資金が期首残高から期末残高へと増減した要因が明らかにされる

のが特徴です。 

それぞれ活動の性格が異なるため、収支に係る評価の仕方も異なることに留意が必要です。 

 

業務活動収支 

税収、補助金収入等の経常的な収入で、人件費、物件費等の経常的な活動のための支出を賄え

ているかどうか(投資活動や財務活動の余力があるか)を表します。 

ただし、災害復旧事業費や施設除却事業費等の臨時的な収支が含まれることに留意が必要で

す。 

通常プラスになることが望ましく、マイナスの場合はその要因を分析することが重要です。臨

時収支を除いた収支(業務収入－業務支出)がマイナスになる場合、財政的に良好ではないと言え

ます。 

プラスの場合、業務活動収支のプラスの範囲内で投資活動収支・財務活動収支も賄うのが一般

的です。 

 

投資活動収支 

公共施設等の整備や基金の積立・投資等の投資的な活動に関する支出に対して、国県等補助金

や基金取崩をどれだけ充当したかを表します。 

資産形成等が行われればマイナスになることが多く、プラスの場合は、当年度に基金の取崩が

行われたことや資産形成等がほとんどなかったことを示すことが多く考えられます。 

 

財務活動収支 

当年度の地方債等の発行（収入）及び地方債等の償還（支出）の状況を表します。 

マイナスの場合は、地方債の償還が進んでいることを示しますが、プラスの場合は、地方債等

が増加していることを示すため、今後の地方債等の償還に可能となる収入(基金残高)が見込まれ

るか留意する必要があります。 
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②  資金収支の状況  

 

（単位：千円）

一般会計等 全体会計 連結会計

9,660,740 15,521,421 19,232,780

業務費用支出 4,131,820 4,884,373 5,595,665

移転費用支出 5,528,920 10,637,048 13,637,115

10,241,544 16,348,695 20,104,857

23,982 193,501 193,501

- - -

556,822 633,773 678,575

591,879 1,156,043 1,268,953

公共施設等整備費支出 440,357 967,081 991,479

基金積立金支出 151,412 188,639 277,150

その他投資活動支出 110 324 324

270,625 1,006,553 1,101,769

国県等補助金収入 171,472 390,643 391,257

基金取崩収入 79,121 119,121 213,447

その他投資活動収入 20,031 496,788 497,066

-321,255 -149,491 -167,184

837,304 1,460,752 1,498,080

地方債償還支出 837,304 1,409,328 1,443,813

その他財務活動支出 - 51,425 54,267

357,300 737,983 754,725

地方債発行収入 357,300 696,800 713,542

その他財務活動収入 - 41,183 41,183

-480,004 -722,769 -743,355

-244,436 -238,487 -231,964

754,934 1,586,157 1,809,462

510,498 1,347,670 1,575,934

621,975 1,459,147 1,688,874

- - -1,564

111,477 111,477 112,939

財務活動収入

財務活動収支

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高※

※比例連結割合変更に伴う差額

※本年度歳計外現金残高

財務活動収支

勘定科目名

業務活動収支

業務支出

業務収入

臨時支出

臨時収入

業務活動収支

投資活動収支

投資活動支出

投資活動収入

投資活動収支

本年度末現金預金残高※

財務活動支出
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業務活動収支 

業務活動収支は、すべての会計でプラスとなりました。 

一般会計等では 556,822 千円、全体会計では 633,773 千円、連結会計では 678,575 千円を

投資活動・財務活動に充当可能です。 

 

投資活動収支 

投資活動収支は、すべての会計でマイナスとなりました。 

支出は公共施設の整備や基金積立が、収入は国庫・県支出金や基金取崩が該当します。 

投資活動収支がマイナスとなる理由として、公共施設の整備（一般会計等 440,357 千円）や

基金の積立（一般会計等 151,412 千円）に対して、公共施設整備に充当される補助金収入（一

般会計等 171,472 千円）や基金の取り崩し収入（一般会計等 79,121 千円）が少ないことが挙

げられます。 

基金は、積立・取崩の差し引きが当年度の増減額であり、一般会計等では 72,291 千円、全体

会計では 69,518 千円、連結会計では 63,704 千円の基金が増加しています。 

 

財務活動収支 

財務活動収支は、一般会計等では△480,004 千円、全体会計では△722,769 千円、連結会計

では△743,355 千円となりました。 

財務活動収支は、プラスの場合は負債の増加を、マイナスの場合は負債の減少を意味します。 

地方債等について、一般会計等は 480,004 千円の減少、全体会計では 712,528 千円の減少、

連結会計では 730,271 千円の減少となっています。 
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③  資金収支の状況  

 

          
  

（単位：百万円） 

    令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

一般会計等 

業務活動収支 703 685 1,181 1,050 557 

投資活動収支 △ 453 △ 141 △ 421 △ 713 △ 321 

財務活動収支 △ 153 △ 426 △ 472 △ 430 △ 480 

全体 

業務活動収支 941 967 1,430 1,240 634 

投資活動収支 △ 563 △ 50 △ 326 △ 945 △ 149 

財務活動収支 △ 244 △ 616 △ 782 △ 549 △ 723 

連結 

業務活動収支 976 1,182 1,459 1,275 679 

投資活動収支 △ 580 △ 78 △ 400 △ 985 △ 167 

財務活動収支 △ 269 △ 644 △ 802 △ 554 △ 743 
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一般会計等 

一般会計等においては、業務活動収支が 557 百万円（前年度比△493 百万円）の減少となり

ました。業務活動収支の内訳は、業務支出 9,661 百万円（前年度比 765 百万円）に対する業務

収入 10,242 百万円（前年度比 296 百万円）と、臨時支出 24 百万円（前年度比 24 百万円）と

なっています。 

投資活動収支については、公共施設の投資（440 百万円（前年度比△186 百万円））、基金

積立金支出（151 百万円（前年度比△95 百万円））等の支出が前年度から減少し、基金取崩収

入（79 百万円（前年度比 66 百万円））等の収入が増加したため、△321 百万円（前年度比

392 百万円）となりました。 

財務活動収支については、公共施設への投資の財源確保等のために地方債を発行（357 百万円

（前年度比△100 百万円））しましたが、地方債の償還（837 百万円（前年度比△50 百万

円））が発行額を上回ったことが影響し、△480 百万円（前年度比△50 百万円）となっていま

す。 

本年度末資金残高は前年度から 244 百万円減少し、510 百万円となりました。 

今年度も業務活動収支は継続してプラス、投資活動収支と財務活動収支は継続してマイナスと

なったので、今後も継続して健全な行政運営を行っていきます。 

 

全体会計 

全体会計では、国民健康保険税や介護保険料が税収等収入に含まれること、公営企業会計の使

用料及び手数料収入が含まれることなどから、業務活動収支は一般会計等より 77 百万円多い

634 百万円となりました。 

投資活動収支は、公営企業会計の投資への支出が含まれますが、一般会計等よりも 172 百万

円増加し、△149 百万円となりました。 

財務活動収支は、地方債の償還額が地方債発行収入を上回ったことから△723 百万円となりま

した。 

連結会計 

連結会計では、業務活動収支は全体会計より 45 百万円多い 679 百万円となりました。 

投資活動収支は、連結対象団体が資産の取得を行ったため、全体会計より 18 百万円少ない△

167 百万円となりました。 

財務活動収支は、全体会計と同様に地方債の償還額が地方債発行収入を上回ったことから△

743 百万円となりました。 
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4. 財務書類分析 

 

 

公会計の目的のひとつである「財政の効率化・適正化」を達成するためには、作成した財務書類の読解・経

年比較や類似団体比較を用いた分析の実施は必要不可欠となっています。その後、セグメント別分析による政

策評価や、個別施設計画・財政計画といった各種計画との連携を踏まえたうえで、財政シミュレーションを実施

することで予算編成への活用が可能となります。 

従来の決算統計(地方財政状況調査)や地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19年法

律第 94号）に基づく健全化判断比率などの既存の指標に加え、統一的な基準による地方公会計の情報を

用いて、地方公共団体が保有する資産・負債等に関する新たな指標を算出することにより、財政状況を 5 つ

の観点から多角的に分析することが可能となるため、「財政の効率化・適正化」の先駆けとなる“資産債務管

理”・“費用管理”によって財政状況の適切な現状把握を致します。 

 

資産の

状況

資産と負債の

状況

負債の

状況

行政コストの

状況

受益者負担の

状況
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指標については、当該年度の類似団体比較（数値分析・指標分析）や経年比較（数値・指標の増減分

析）により分析することにより、財政状況の特徴や傾向を把握することができます。さらに、決算統計や地方公

共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率等や、複数の指標組み合わせることによって、より多面的な分

析を行うことができますが、この分析結果を実際の財政運営に活かしていくことが重要です。その方法の一つとし

て、類似団体の数値を参考にするほか、財務書類に計上される金額や指標等を財政運営上の具体的な目標

値として設定することなどが考えられます。 

指標の分析にあたって、地方公共団体特有の制度として、管理者と所有者が異なるために計上されていな

い道路等の資産や、地方債のうち後年度の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが

見込まれる金額等があるため、注記や附属明細書に記載されるこれらの金額を踏まえて行うことも重要です。 

なお、指標については、全体の大まかな傾向を把握するためには有用ですが、単年度に発生した取引の影響

で大きく数値が変動する場合があることなどから、複数年度の傾向を踏まえた分析を行うことなどに留意が必要

です。 
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（1） 資産の状況(資産形成度) 

 

資産の状況は、「将来世代に残る資産はどのくらいあるか」等を表しています。 

 

 

 

資産に関する情報は、歳入歳出決算に添付される財産に関する調書(地方自治法施行令第 166 

条第２項及び同施行規則第 16 条の２)においても、公有財産(土地及び建物、山林、動産、物

権、無体財産権、有価証券、出資による権利並びに財産の信託の受益権)、物品、債権及び基金

の種別に提供されています。しかし、土地及び建物並びに山林は地積や面積で測定され、動産も

個数で表示されるなど、地方公共団体の保有する資産の価値に関する情報を得ることはできませ

ん。 

また、決算統計の財政力指数や経常収支比率、地方公共団体財政健全化法の実質赤字比率、連

結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率といった財政指標が既にありますが、いずれも

資産の状況を表す指標ではないため、資産の状況に関する指標は財務書類を作成することによっ

て得られるものです。 

貸借対照表は、資産の部において地方公共団体の保有する資産のストック情報を一覧表示して

おり、これを住民一人当たり資産額や有形固定資産の行政目的別割合、歳入額対資産比率、有形

固定資産減価償却率といった指標を用いて分析することにより、住民等に対して資産に関する情

報を提供するものといえます。 

  

•老朽化

•更新問題
固定資産

•基金不足

•債権回収
流動資産
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①  住民一人当たり資産額（万円）  

 

      令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

資産合計（万円） 3,026,634 2,989,043 2,998,781 3,010,210 2,964,379 

人口（人） 28,338 28,250 28,249 28,160 28,134 

当該値（万円） 106.8 105.8 106.2 106.9 105.4 

類似団体平均値（万円） 151.3 147.2 151.5 150.4   

 

 

 

算式 資産合計 / 住民基本台帳人口 

目的 住民等への情報開示 

他団体比較により、行政サービスに対する資産額の把握 

留意事項 地理的要件の違い等 

分析  

住民一人当たり資産額は、類似団体平均値より低い 105.4 万円となっている。 

道路など取得価格が不明である固定資産を備忘価格１円として評価しており、そ

の影響が大きいと考えられる。 
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②  歳入額対資産比率（年）  

 

    令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

資産合計（百万円） 30,266 29,890 29,988 30,102 29,644 

歳入総額（百万円） 9,444 13,016 11,281 11,410 11,624 

当該値（年） 3.20 2.30 2.66 2.64 2.55 

類似団体平均値（年） 3.78 2.80 3.22 3.30   

 

 

 

算式 資産合計 / （ 歳入総額 ） 

目的 資産形成度合の把握 

留意事項 歳入総額に前期繰越金が含まれる 

分析  

現在形成された資産合計は、歳入総額の２．５５年分に相当し、類似団体平均値

より短くなっている。分母となる歳入総額を勘案しつつ、資産が増加しすぎること

のないように注意する。財政規模（歳入総額）に見合った資産保有を前提として、

今後も施設整備を実施していく。 
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③  有形固定資産減価償却率（％）  

 

    令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

減価償却累計額（百万円） 22,292 22,979 23,660 24,354 25,632 

有形固定資産（百万円） ※１ 33,896 34,069 34,331 34,825 35,805 

当該値（％） 65.8 67.4 68.9 69.9 71.6 

類似団体平均値（％） 60.8 61.7 61.8 63.0   

※１ 有形固定資産合計－土地等の非償却資産＋減価償却累計額     

 

 

算式 （ 減価償却累計額 / （ 有形固定資産※１ ）*100 

※１ 有形固定資産合計－土地等の非償却資産＋減価償却累計額 

目的 耐用年数に対する資産の経過度合の把握 

留意事項 減価償却累計額の算定には耐用年数省令に基づいており、資産長寿命化対策の結果

が直接反映されないため、今後の検討課題となっている。 

なお、総務省の指針により、本指標の有形固定資産には償却資産のうち物品を含ん

でいない。（算式では、「土地等の非償却資産」に物品が含まれる。） 

分析 有形固定資産減価償却率は、71.6％と類似団体平均値を上回る数値となってい

る。公共施設等総合管理計画に基づき、今後の資産の更新や維持補修を視野に入れ

て財政運営を行う。 
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（2） 資産と負債の比率(世代間公平性) 

 

資産と負債の比率は、「将来世代と現世代との負担の分担はどのようになっているか」を表すものです。これ

は、貸借対照表上の資産、負債及び純資産の対比によって明らかにされます。 

 

資産と負債の比率を表す指標としては、地方公共団体財政健全化法に基づく将来負担比率がありますが、

貸借対照表は、財政運営の結果として、資産形成における将来世代と現世代までの負担の状況を端的に把

握するものであり、純資産比率や社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）が分析指標

として挙げられます。ただし、将来世代の負担となる地方債の発行については、原則として将来にわたって受益の

及ぶ施設の建設等の資産形成に充てることができるものであり（建設公債主義）、その償還年限も、当該地

方債を財源として建設した公共施設等の耐用年数を超えないこととされています(地方財政法第 5条及び第

5条の 2)。 

したがって、公共施設等の整備においては、受益と負担のバランスや地方公共団体の財政規律が確保され

るように地方財政制度上の仕組みが整備されていることに十分留意する必要があります。なお、地方債の中に

は、その償還金に対して地方交付税措置が講じられているものがあるため、この点にも留意が必要です。 

  

資産 負債
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④  純資産比率（％）  

 

      令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

純資産（百万円） 19,956 20,035 20,696 21,285 21,454 

資産合計（百万円） 30,266 29,890 29,988 30,102 29,644 

当該値（％） 65.9 67.0 69.0 70.7 72.4 

類似団体平均値（％） 73.5 73.7 74.1 74.6   

 

 

 

算式 （ 純資産 / 資産合計 ）*100 

目的 将来世代・現在世代の負担割合の推移・傾向把握 

留意事項 純資産の内訳（固定資産等形成分・余剰分（不足分）） 

分析  

純資産比率は、類似団体平均値より低い値となっている。 

昨年度より 1.7 ポイント増加し上昇傾向にあるが、今後も住民人口が減少して

いくことを見越し、固定資産の老朽化等を見据えて計画的に修繕・改修を行い、

また新たに発行する地方債を抑制し、将来世代の負担減少に努める。 
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⑤  将来世代負担比率（％）  

 

    令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

地方債残高（百万円） ※１ 3,777 3,474 3,141 3,040 2,932 

有形・無形固定資産合計 

（百万円） 
24,383 23,880 23,493 23,457 23,180 

当該値（％） 15.5 14.5 13.4 13.0 12.6 

類似団体平均値（％） 14.0 14.1 14.9 14.9   

※１ 特例地方債の残高を控除した後の額 

 

 

算式 （ 地方債残高※１ / 有形・無形固定資産合計）*100 

※１特例地方債(臨時財政対策債等)の残高を控除した後の額 

目的 将来世代の負担比重の把握 

留意事項 地方債残高から特例地方債が除いて算出される 

分析  

将来世代負担比率は、令和４年度より 0.4 ポイント減少した。将来世代の負担

を増加させないよう、新規発行する地方債の抑制と地方債の償還に努める。 
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（3） 行政コストの状況(効率性) 

 

行政コストの状況は、「行政サービスに係るコストはどのようになっているか」といった住民

等の関心に基づくものです。地方自治法においても、「地方公共団体は、その事務を処理するに

当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなけ

ればならない」とされているものであり（同法第２条第 14 項）、財政の持続可能性と並んで重

要な視点です。 

 

行政の効率性については、多くの地方公共団体で取り組んでいる行政評価等において個別に分

析が行われていますが、行政コスト計算書は地方公共団体の行政活動に係る人件費や物件費等の

費用を発生主義に基づきフルコストとして表示するものであり、行財政の効率化に資する情報を

一括して提供するものです。行政コスト計算書においては、住民一人当たり行政コストや性質

別・行政目的別行政コストといった指標を用いることによって、効率性の度合いを定量的に測定

することが可能となります。 

 

  

効率化

補助
金

人件
費

物件
費
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⑥  住民一人当たり行政コスト（万円）  

 

    令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

純行政コスト（万円） 785,938 1,176,203 931,780 918,807 990,202 

人口（人） 28,338 28,250 28,249 28,160 28,134 

当該値（万円） 27.7 41.6 33.0 32.6 35.2 

類似団体平均値（万円） 32.9 44.2 37.4 37.0   

 

 

 

算式 純行政コスト / 住民基本台帳人口 

目的 住民への情報開示 

他団体比較により、効率性の度合いを分析 

留意事項 地方公共団体の人口規模や面積等 

分析  

昨年度と比較すると 2.6 万円増加した。人件費・物件費の増加が大きな要因とな

っている。人件費等経常経費の圧縮に努め、将来世代の負担を増やさないよう、行

政サービスの提供を見直すとともに、税収の減少等による財源不足に備える。 
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（4） 負債の状況(持続可能性(健全性)) 

 

負債の状況は、「財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか）」という住民等の関

心に基づくものであり、財政運営に関する本質的な視点です。これに対しては、第一に、地方公

共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比

率及び将来負担比率）による分析が行われますが、これに加えて財務書類も有用な情報を提供す

ることができます。 

 

 

 

地方公共団体の負債に関する情報については、現行の予算に関する説明書においても、債務負

担行為額及び地方債現在高についてそれぞれ調書が添付されていますが(地方自治法施行令第

144 条及び同施行規則第 15 条の 2)、貸借対照表においては、この他に退職手当引当金や未払

金など、発生主義により全ての負債を捉えることになります。財政の持続可能性に関する指標と

しては、住民一人当たり負債額、基礎的財政収支（プライマリーバランス）や債務償還可能年数

が挙げられます。 

  

健全化判断比率

予算に関する説明書

地方公会計
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⑦  住民一人当たり負債額（万円）  

 

      令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

負債合計（万円） 1,031,060 985,509 929,166 881,663 819,026 

人口（人） 28,338 28,250 28,249 28,160 28,134 

当該値（万円） 36.4 34.9 32.9 31.3 29.1 

類似団体平均値（万円） 39.9 38.2 39.3 38.2   

 

 

 

算式 資産額 / 住民基本台帳人口 

目的 住民等への情報開示 

他団体比較により、行政サービスに対する資産額の把握 

留意事項 団体ごとの財政規模 

分析  

住民一人当たりの負債額は、類似団体平均より低い値となっており、前年度から

2.2 万円減少した。財政措置のない地方債の発行を控えるなど引き続き、負債額の減

少に努める。 
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⑧  基礎的財政収支（百万円）  

    令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

業務活動収支（百万円） ※１ 753 725 1,213 1,076 580 

投資活動収支（百万円） ※２ △ 428 △ 134 △ 103 △ 480 △ 249 

当該値（百万円） 325 591 1,110 596 331 

類似団体平均値（百万円） △ 125.1 70.4 744.5 643.3   

 

 

 

算式 業務活動収支※1 ＋ 投資活動収支※2 

※１ 支払利息支出を除く。（業務活動収支＋支払利息支出） 

※２ 基金積立金支出及び基金取崩収入を除く。 

（投資活動収支＋基金積立金支出－基金取崩収入） 

目的 財政運営のバランスの把握 

留意事項 一概に黒字であれば評価できるものではない 

国と地方の基礎的財政収支を一概に比較すべきではない 

分析  

基礎的財政収支は 331 百万円で、支払利息支出を除いた業務活動収支が、基金積

立金支出及び基金取崩収入を除いた投資活動収支の赤字を上回った。観光再始動事業

や認定こども園整備補助などによる支出が増加したことにより、令和４年度と比較し

て減少した。 

持続可能性の観点から適度な黒字の規模を維持するよう、財政運営に努める。 
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（5） 受益者負担の状況(自律性) 

 

受益者負担の状況は、「歳入はどのくらい税収等で賄われているか（受益者負担の水準はどう

なっているか）」といった住民等の関心に基づくものです。 

 

 

これは、決算統計における歳入内訳や財政力指数が関連しますが、財務書類においても、行政

コスト計算書において使用料・手数料などの受益者負担の割合を算出することが可能であるた

め、これを受益者負担水準の適正さの判断指標として用いることができます。 

 

 

  

地方

公共団体

行政サービス

受益者

使用料等
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⑨  受益者負担比率（％）  

 

    令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

経常収益（百万円） 366 317 310 429 517 

経常費用（百万円） 8,197 12,079 9,628 9,619 10,398 

当該値（％） 4.5 2.6 3.2 4.5 5.0 

類似団体平均値（％） 4.7 3.5 4.0 4.3   

 

 

 

算式 （ 経常収益 / 経常費用 ）*100 

目的 行政サービスの提供に対する受益者負担度合の把握 

留意事項 受益者負担に類似する分担金や負担金が経常収益に含まれない 

分析  

受益者負担比率は、経常収益が前年度から 88 百万円増加し、分母となる経常費

用も 779 百万円増加した結果、0.５ポイントの増加となった。 

受益者負担については、税負担の公平性・公正性や透明性の確保に努めるととも

に、適時に財政情勢等を勘案して事業別や施設別等個別に見直す。 

 


